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１． はじめに  

 

 2020 年８月 11 日文部科学省は、教員免許取得に必修

となっている教育実習について、新型コロナウイルス感

染症の流行により学校現場での受け入れが難しくなって

いることを受けて、今年度に限り大学の授業等での代替

を可能とする特別措置を発表した。教育実習の実施を原

則としながらも、やむを得ない場合のみ、教育実習なし

でも教員免許の取得を認めるというものである。教育実

習は教職課程を履修する学生にとって、学校教育の実際

を体験的、総合的に理解する重要な機会であり、教員と

して必要な「実践的指導力」を目の当たりにする場でも

ある。今回の措置が、教員の質の低下を招くことにつな

がるのではないかと懸念する声があるのも理由のないこ

とではない。 

教員養成段階において、教員に求められている「実践

的指導力」の育成については、様々な分析がなされてき

た。國原幸一朗氏は、教職課程の必修科目である「教職

実践演習」に注目し、「実践的指導力」習得に向けた同科

目の視座を提示した。また五島浩一氏は、教員の「実践

的指導力」の育成を、アクティブラーニングの視点から、

同氏が担当される授業の改善、実践を通して考察された。

両氏の考察は大変参考になるが、両氏ともに現職の大学

教職課程担当教員という共通の視点から分析されたもの

であった。 

筆者は 30数年間を高等学校教育の現場で過ごした。こ

の間、教育実習指導担当教員、県教育委員会事務局職員、

管理職等と立場は変わったが、教育実習生たちと関わり

続けてきた。こうした経験から、教員養成段階を通じて、

学生が学ぶべき教員としての「実践的指導力」の育成は、

大学・高校が双方向からの連携を強化することが重要で

あると実感している。高等学校教育の現場は、ますます

多様化・複雑化している。ベテラン教員が「大量退職時

代」に入り、新規採用教員は赴任と同時に、即戦力とな

ることを強く期待されている。 

本稿では、高等学校教育の現場の視点から、教員養成

段階における「実践的指導力」の育成について、主とし

て教職課程における模擬授業の実践を中心に報告してみ

たい。 

 

２．教員養成段階における「実践的指導力」育成 

 

社会の急激な変化（知識基盤社会の到来、グローバル

化、情報化、少子高齢化等）を背景に、高等学校教育の

現場においては、教科や教職に関する高度な専門的知識

とともに、的確な「実践的指導力」を有する教員の育成

の重要性が一層強く求められるようになった。それでは

教員養成段階における「実践的指導力」育成について、

これまでどのように捉えられてきたのだろうか。 

例えば、2012 年８月の中央教育審議会（以下中教審）

答申『教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的

な向上方策について』では、「これからの社会と学校に期

待される役割」、「これからの教員に求められる資質能力」

の中で、「実践的指導力」について、「基礎的・基本的知

識・技能の習得に加えて思考力・判断力・表現力等を育

成するため、知識・技能を活用する学習活動や課題探求

型の学習、衝動的な学びなどをデザインできる指導力」

と述べている。 

さらに 2015 年 12 月の中教審答申『これからの学校教

育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い、高

め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～』では、

「教員養成段階に関する課題」について次のように指摘

している。 

「養成段階は『教員となる際に必要な最低限の基礎的・

基盤的な学修』を行う段階であることを認識する必要が

ある」、「実践的指導力の基礎の育成に資するとともに、

教職課程の学生に自らの教員としての適性を考える機会

として、学校現場や教職を体験させる機会を充実させる

ことが必要」 

 2019 年末から顕在化した新型コロナウイルス感染症

の流行（「コロナ禍」）によって、学校現場の状況にも変

化が生じてきた。「コロナ禍」により教員の「実践的指導

力」には新しい要素が加わったと考えられる。 

新型コロナウイルス感染症への対応で学校現場は混乱



2 

 

が続き、臨時休校措置で児童生徒が登校できない期間を

経て、学校再開が全国的に本格化した現在にあっても、

未だに明確な収束が見通せていない。感染予防策（消毒

作業等）の徹底のため、あるいは休業中の学習の遅れを

取り戻すための補習や補助教材づくり等のために、教職

員の業務負担は、以前よりもむしろ増加傾向にあり、「学

校における働き方改革」も一時的に停止状態である。同

時に「コロナ禍」は、これまで潜在的に学校現場が抱え

ていた多様な課題を、顕在化させるきっかけともなった。

特に広く痛感されたのが、学校のＩＣＴ教育環境が、想

像以上に脆弱な状況にあるという現実であり、さらにＩ

ＣＴ教育環境の差が、そのまま各学校間の教育格差の拡

大につながっていくのではないかという不安や懸念であ

る。災害や感染症等に起因する学校の臨時休業等の緊急

時において、ＩＣＴ等を有効に活用することが、児童生

徒の学びを最大限保障するために不可欠であることも多

くの教員によって実感された。またオンライン授業の効

果的な展開は、教員個々の知識・技能・指導法に大きく

影響される現状も明らかになった。文部科学省は『ＧＩ

ＧＡスクール構想』の前倒しを表明し、中央教育審議会

「新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会」は 2020

年７月の第 11 回会議において、「対面授業とオンライン

授業を組み合わせた新しい学びのイメージ」を新たに示

し、「児童生徒の学びを保障するため、ＩＣＴを活用しつ

つ、教師による対面指導と遠隔・オンライン教育との組

み合わせによる新しい教育様式を実践する」ことが「基

本的な方針」として提言された。このことはＩＣＴ活用

能力が教員の身に付けるべき「実践的指導力」に加えら

れたことを意味する。現在、「コロナ禍」により社会全体

が、今後も長期にわたって新型コロナウイルス感染症と

ともに生きていかなければならない状況（「ＷＩＴＨ コ

ロナ」の段階）が生じている。ＩＣＴ教育環境は、ハー

ド・ソフト・人材を一体とした整備を加速している。教

員養成段階において、「実践的指導力」としてＩＣＴ活用

能力が育成されることに、社会的期待が高まっている。  

  

３．学校現場からみた「実践的指導力」 

  

 全日本教職連盟が 2008年に行った「教職員の多忙化の

改善についての調査」によれば、モニター対象となった

600名の全国高等学校教員が複数回答した結果、「勤務時

間外に消化している」と答えた業務は、「教材研究、教材

作り等の授業準備」（71.7%）、「課外活動や部活動の指導」

(69.6%)、「校務分掌に関わる業務」(69.6%)、「教育相談

や家庭訪問等、生徒の問題行動への対応」(45.7%)の順と

なっている。筆者の現場での実感としても、この構造は

12 年経ってもほぼ変わっていないように思われる。教員

の多忙化は常態化し、「コロナ禍」によって業務負担は増

し、学校教育に対する新たな課題への対応も発生してい

る。こうした状況の中で教育実習生を引き受けることは、

さらに大きな負担を背負うことになる。教育実習の指導

は、現実には実習校任せになることも多く、実習校・指

導担当教員の責任は非常に重くなる。しかし大学卒業後

教職に就きたいという強い意志を持つ学生（将来の教員）

を育成したいという使命感で、可能な限り引き受けてい

るというのが、高校側の偽らざる本音である。従ってや

る気のない学生は、負担増すだけの迷惑な存在となって

しまう。各学校や教育委員会では、教育実習生の「受入

れ方針」を示しているところが多い。現場の教員の負担

を少しでも軽減できるように、学生本人も、派遣する大

学側にも、教育実習に臨むに当たっては、事前に相応の

準備が必要であろう。 

 教育実習担当指導教員の視点から言えば、「実践的指導

力」のうち最も重要と考えるのは、「教科に関する専門的

知識」・「教科の指導方法」・「板書、話し方等の授業展開

に必要な基本的表現力」等の教科指導を中心とした「授

業力」であろう。限られた教育実習期間で、まず生徒と

の対面授業で柔軟に対応できる力を伸ばすことを優先さ

せたいと考える実習校は多い。学生にとっては、教育実

習は教職課程の学びの集大成であり、「理論と実践の往還」

の場である。現在の教育実習の内容が、授業実習に偏り

がちであるとの意見もある。「授業力」を身に付けるため

には、実際の授業体験を重ねることが最良である。しか

し概ね２週間程度の実習期間で、教育実習生が実際に教

壇に立って生徒を前に授業をする時数はかなり限定され

ざるを得ない。そこで高校側が期待するのは、大学教職

課程における一層の学生の「授業力」鍛錬である。しか

し現実には「現場と大学での経験が別個のものとして存

在しているように感じられるため、大学と現場での経験

の相乗効果」が十分に期待できないとの指摘もある。 

教育実習の改善・充実にあたって、大学と実習校との

連携した指導による教員の育成については、文部科学省

や中央教育審議会からも提言されてきた。「授業力」の鍛

錬には、「練習を繰り返して授業をより良く実施できるた

めのスキルを身につける」ことが不可欠である。教職課

程における、模擬授業の有効性と意義はここにある。 

遠藤野ゆり氏は教育実習の心構え・準備等を説く中で、

教職課程で模擬授業をする目的について４つ記している。

「高い緊張に慣れる」、「教室での自分の声量やふるまい

方、板書の仕方をチェックすること」、「生徒の多様さに

ぶつかることの確認」、「生徒が望ましい解答をできなか

ったときの、教師としての自分のふるまい方」である。

示唆に富んだ指摘であると思う。授業では生徒は教員の

計画通りの活動・反応をしてくれるとは限らない。柔軟



3 

 

で臨機に対応できることも重要な「授業力」である。 

模擬授業の効果については、すでにいくつかの優れた

報告もなされている。こうした成果を踏まえながら、次

に「授業力」育成を目的として、筆者が学生と実施した

模擬授業についての実践を報告したい。 

 

４．模擬授業の実践 

 

 筆者は 2019年度に、静岡県内私立Ｓ大学の教職課程 3

年生 13 名を対象とする「教職総合演習Ⅱ」（学校設定科

目）の指導に、ティームティーチングの形で参加する機

会を得た。同科目では次年度に控えた教育実習に備えて、

模擬授業を中心に展開することとした。参加する学生た

ちは、それぞれ理科（物理、化学、生物）、数学、工業（機

械）の高等学校教諭一種免許状の取得を目指していた。

すでに「教科教育法」等の授業で、学習指導案の書き方

や模擬授業の指導を受けている学生もいるため、比較的

スムーズに演習に参加させることができた。ただ専攻の

異なる学生を生徒役として模擬授業を行うのは初めてで

あり、専門性のある授業内容を上手く教え、理解しても

らうことができるかと緊張感を感じている者も多かった。

実際の教育実習では、はじめてその授業内容を学習する

生徒を対象として、理解を助ける授業を実施する訳であ

り、「実戦」を意識して授業展開を考えるように指示した。 

同科目における模擬授業の指導は、以下の①～⑥の手

順・ルールで行った。 

 

① 高校の教室を意識した座席配置で行う。 

② １回 30分の授業をローテーションで各人２回行うこ

ととする。 

③ 授業者は模擬授業の１週間前までに「学習指導案」を

教員（筆者）に提出し、指導を受けて完成すること。

指導案の書式は授業で提示した略式案を用いること。 

④ 完成した「学習指導案」をもとに授業展開を検討・相

談する。 

⑤ 授業は開始・終了の時間厳守。30分を超えた場合は、

教員が途中でもストップをかけることを承知してお

くこと。 

⑥ 授業後は、授業者を中心に、指導教員２名、生徒役学 

生で授業反省の時間を持つ。生徒役の学生は全員必

ず発言をすること。 

⑦ 生徒役の学生は「授業観察カード」（別表１）を翌日

までに作成提出すること。 

⑧ 「授業観察カード」は教員が点検後、授業者へ渡す。

その際「授業観察カード」評価を点数化したものも配

布（別表２）。配布の際、授業者本人の反省点を確認

し教員が指導・講評することで、次回授業での改善・

準備につなげる。 

 

（別表１） 

 

「授業観察カード」の「評価項目」と「評価の観点」は

以下の通り。「４段階評価」（++～--、+2～-2）、「メモ（評

価理由、気付いたこと）」欄も必ず記入させる。 

 

・導入…生徒の興味・関心を惹きつけているか。 

    本時の目標・ねらいを示しているか。 

 

・展開…発問…意図が明確で分かりやすいか。 

    説明…丁寧で分かりやすい。 

    板書…分かりやすいか、正しい筆順か、誤 

       字がないか。 

    話し方…声の大小、テンポ・速さ、間の取り 

        方。 

    生徒への対応…熱意が感じられるか、発言に 

対する評価は。 

    生徒の反応…授業に熱心に取り組んでいるか。                

教材教具…適切で工夫されているか。 

    時間配分…バランスは適切か。 

 

 ・まとめ…本時の目標・狙いを達成しているか。 

      次回の授業内容を予告しているか。 

 

 ・総合評価 

 ・感想（コメント） 
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（別表２） 

 

 

 教育実習は、大学側にも高校側にもきめ細かい事前指

導が求められる。その前段階としての「模擬授業」は、

評価・点検の過程も含めて、学生本人の「モチベーショ

ンアップ」、「改善への気づき」を促す点でも有意義であ

った。 

「模擬授業」を振り返ってのアンケートで寄せられた学

生の意見をいくつか紹介する。模擬授業が「授業力」の

向上のきっかけになり得ることを示していると考える。 

 

・「準備をして模擬授業に臨んだが、実際に皆の前に立っ

て授業を行ってみると、予定していた授業展開にならな

いことが多かった。プリントを使用した授業ではレイア

ウトや説明の仕方が、黒板のみの授業とは勝手が違った

教育実習で教壇に立つ上で良い経験になった。」 

 

・「教材研究不足に尽きる。内容を詰め込み過ぎて思い通

りの授業ができなかった。」 

 

・「30 分の模擬授業は、伝えるべきことを凝縮しなけれ

ばならないという難しさがあり、学習の要点をまとめる

難しさを体験したという意味でも勉強になった。」 

 

・「板書の難しさを痛感した。わかりやすい字が書けるよ

うに練習したい。」 

 

・「自分が理解していることを正確に相手に伝えること

は違うということを思い知った。普段通りの話し方では、

教室では聞き取りにくいことも体感した。」 

 

・「自分は左利きなので、板書を書くのが大変だった。ぎ

こちなく感じたという感想ももらった。見やすく、要点

がまとまった板書を工夫したい。」 

 

・「人前で話すのは想像以上に大変だった。事前の授業構

成計画と教材研究の大切さが身に染みた。自信は教材研

究から生まれる。」 

 

・「授業者一人ひとりに個性があった。教科科目によって

アプローチの仕方や専門用語の使用法が異なるのは面白

かった。」 

 

 前述したように、「模擬授業」が教師役の学生にとって、

自らの「授業力」を意識する機会になったことは間違い

ない。ただ同時に注目すべきは、学生にとっては生徒役

として模擬授業に参加し、他の学生の授業を受けて、「授

業観察カード」を作成することでも、自らの「授業力」

向上に一定の効果をあげていると考えられることである。

友人の授業ということで、自分との比較がしやすく、優

れている点、あるいは授業展開での疑問点、工夫の提案

や場合によっては批判等が、非常にフランクな雰囲気の

中で、闊達に行われた。 

「授業観察カード」は総合評価を含め 13項目で構成さ

れている。学生は全項目に書き込むことによって、授業

を観察する目を養うだけでなく、より良い授業づくりに

参加する意識を育てることになる。また自分の専門外の

教科の授業に参加することで、授業を受ける生徒の興味

関心を疑似体験することができる。模擬授業は、授業者

側と生徒側の役割を経験することで、授業を立体的に捉

えることができるようになるのである。  

 

５．「教員として求められる必要な資質能力」に関する学 

生の意識 

 

 学校現場を訪れる教育実習生は、「教員として求められ

る必要な資質能力」について、どのような自己評価をし

ているのであろうか。実習生の抱く不安等を充分理解し、

それに対して効果的な対策を講ずることによって、大学

の教職課程、高校現場の双方向から、より現実に即した

教育実習期間の充実、「実践的指導力」の育成を図ること

ができるのではないだろうか。 

筆者は 2018 年度に、静岡県内私立Ｓ大学が教職課程履

修４年生の教育実習の円滑な推進を図るために設置した

同大学の教育実習連絡協議会に、高校側のオブザーバー

として参加する機会を得た。受入側の高校における教育

実習の現状及び課題等について報告するとともに、指導

上の改善点等を提案することができた。 

さらに本年度（2020 年度）同大教職課程履修者の３年

生 13 名の協力を得て、「教員として求められる資質能力

の指標」（以下「指標」）に対する自己評価に関するアン

ケート調査を行った。母集団としては比較的少数ではあ
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るが、学生の自己評価の傾向と方向性について、ある程

度の読み取りができるのではないだろうか。 

 

「指標」 

（１） 使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項 

① 使命感・責任感  ②教育的愛情 

（２） 社会性や対人関係能力に関する事項 

  ③社会人としての基本 ④協調性・協働性 

  ⑤対人関係能力 

（３） 生徒理解や学級経営等に関する事項 

  ⑥生徒指導・生徒理解 ⑦ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ･ﾏｲﾝﾄﾞ 

  ⑧学級経営力     ⑨集団指導力 

（４） 教科等の指導力に関する事項 

  ⑩学習指導要領 

 ⑪専門教科の指導力・学習指導案づくり 

 ⑫授業技術      ⑬テストと教育評価 

参考として、 

（５） 豊かな人間性とやらまいか教育等に関する事項

（本学理念・目的）   

  ⑭総合的な人間力（まことの人間性） 

  ⑮やらまいかの精神と創造性 

 

縦軸にとった「指標」は、近年の提言や中教審答申か

ら、「いつの時代にも求められる資質能力」、「今後求めら

れる資質能力」を中心に作成した。（５）の項目は大学独

自に静岡県内私立Ｓ大学の理念・目的を加えた。 

 教育実習を翌年に控えた３年生が、「指標」に対する「自

己評価」の結果は、以下の通りである。 

 

（別表３） 

 
 自己評価で「不足」あるいは「やや不足」と答えた

人数を多かった項目ごとに並べてみる。 

（調査対象１３名、複数回答） 

 

 １⑩学習指導要領（７人） 

  「高等学校学習指導要領の総則及び専門教科の指導 

内容等に関する基本的な事項の理解している」 

 ２⑤対人関係能力（５人） 

  「保護者や地域の関係者などと良好な人間関係を築 

きつつ、課題に対処する自信がある」 

 ３⑥生徒指導・生徒理解（５人） 

  「生徒指導の意義・目的・内容を理解している。個々 

の生徒の特性（性格・健康状態・生育歴等）を把 

握する自信がある」 

 ４⑧学級経営能力（４人） 

  「生徒と信頼関係を築き、学級集団を把握して、規 

律ある学級経営を行うことができる」 

 ５⑭総合的な人間力（４人） 

  「豊かな人間性や教養を身につけるために日ごろか 

ら読書、見聞、研修等を通じて自己研鑽に努めて

いる」 

 ６③社会人としての基本（３名） 

  「挨拶、言葉遣い、服装、人との接し方など、社会 

人としての基本的な心得や TPOに応じたマナーが 

身に付いている」 

 ７④協調性・協働性（２人） 

  「学校組織の一員として、他の教職員と協力して職 

   務を遂行することができる」 

 ８⑦カウンセリング・マインド（２人） 

  「生徒の声を真摯に受け止め、公平かつ受容的な態 

度で接することができる」 

 ９⑮やらまいか精神と創造性（２人） 

  「大学の理念・やらまいか精神を身に付けている。 

   また、いずれは地域社会に貢献したいと思ってい 

る」 

10①使命感・責任感（１人） 

「教職に対する使命感や誇り、強い情熱をもって自 

 己の職責を果たそうと思っている」 

11②教育的愛情（１名） 

「生徒の健やかな成長・発達を心から願い、生徒と 

 喜怒哀楽を共にしながら、教育活動に当たろうと 

している」 

 12⑨集団的指導力（１名） 

  「特別活動などでリーダーシップを発揮し、生徒集 

   団をまとめて動かすことができる」 

 

  このうち、１「学習指導要領」、２「対人間関係能力」

５「総合的な人間力」、６「社会人としての基本」、７「協

調性・協働性」、10「使命感・責任感」等については、ま

さに大学・高校が強く連携することで、教員養成段階に

おいて、養成していくことが可能なものではないだろう

か。社会の変化によって、生徒も学生も気質が変わって

いく。教員養成に限らず、大学・高校が同様の教育的視

点を共有できるように制度的構築の展開がさらに必要に
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なっていると実感する。 

 

６．まとめ 

 

 近年の「教育改革」の進展、さらに「コロナ禍」の発

生によって、学校教育が抱える課題は一層複雑化・多様

化している。こうした社会の変化や顕在化した諸課題に

柔軟に対応し得る「実践的指導力」を持つ教員が、学校

現場から求められていることはすでに述べてきた。また

「教員の資質の向上」を目指して、教員免許制度の改革、

カリキュラム改革、教職大学院設置なども進められてき

た。 

 教育実習は、単に練習の場ではなく、実際の教育活動

の一部を借りて実施されるものである。当然のことなが

ら、使命感や責任感の欠如は、実習校や生徒に多大な迷

惑をかけることになる。単に教員免許の取得を目的とす

るのではなく、将来的に教職に就きたいと希望する学生

が参加するのが原則であることをもう一度徹底する必要

を強く感ずる。 

ただ２週間程の教育実習期間で、学校としても実習生

本人も授業実習（指導案作成、研究授業）に意識が集中

するのは現実的にはやむを得ない。 

中央教育審議会は、2015年の答申において、「学校イン

ターンシップ」（学校体験活動）を導入し、教職課程の学

生に学校現場の活動を体験させる方針を発表している。

長期間にわたって継続的に体験的な活動をすることで、

「学校現場をより深く知ることができ、既存の教育実習

と相まって、理論と実践の往還による実践的指導力の基

礎の育成に有効」であるとしている。教育実習生は、教

育活動のほぼ全ての領域に参加することを考えれば、「観

察・参加」の方法にも時間を割き、多様なアプローチを

展開することの必要性は学校現場でも強く感じられてい

る。ただ「学校インターンシップ」と教育実習との役割

分担、多忙な学校側の理解や受入れ体制の整備のために

は、なお慎重で綿密な調整が必要であろう。 

高校側としては、大学教職課程との連携及び事前指導

に強く期待している。本報告の主題でもある「模擬授業」

の展開、「学習指導案の書き方」、「授業内容についての理

解」等の充実を図るために、様々な創意と努力が必要と

なる。さらに即戦力として「学校組織と校務分掌」、「学

級指導・学年指導」、「生徒指導」の知識、「観察・参加」

実習がより主体的、具体的に実践できるようしていくこ

とが望ましい。こうした取組みは、大学・高校が共有、

連携を強化することで一層効果が上がるであろう。すで

に教育委員会-教職課程を持つ大学－高等学校間の意見

調整を行う会議等の企画は各地で始まっている。どれだ

け有効性を持たせられるかは、それぞれの参加教育機関

の意識と努力にもかかっていると考える。 

 「コロナ禍」により学校現場の教員の多くは新たに「オ

ンライン授業（遠隔授業）」実施という新しい現実に直面

させられた。筆者なども恥ずかしながら、授業における

「ＩＣＴ」の活用は、教科書や教材・資料の拡大表示が

主であり、チョーク＆トークの授業展開が中心であった。

「現代社会において、人々の能力はＩＣＴ活用を含んで

評価される」と言われる。学校教育の現場も例外ではな

く、情報社会に対して、未来を担う生徒を指導する教員

はどのように答えていくのだろうか。教員養成段階にお

ける「実践的能力」の育成は、ますます大きな課題を課

せられることになった。 

 本報告においては、未だ分析が至らない部分も多い。

今後も学校現場の視点から「実践的指導力」の育成につ

いて考えていきたい。 
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